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■講演の概要

1――本研究の背景と目的

鉄道と道路の交差部である踏切道

は，都市交通のボトルネックとして，踏切

事故や交通渋滞の発生をはじめ，街の

分断化，周辺環境の悪化等の弊害をも

たらしてきた．これに対し，1939年神戸

市街線（灘～鷹取間11.2km）の高架化

を皮切りに，鉄道立体化により数多くの

踏切道が解消され，事業制度の確立と

あわせて多大な努力が積み重ねられて

きたことも事実である．

本研究は，鉄道立体交差事業を対象

とし，特に連続的立体交差事業（以下，

事業という）における制度上，事業推進

上の問題点を抽出して，それらに対す

る改善案を検討するものである．これに

より，事業実施の過程を円滑化し，都市

再生の促進に資していきたいと考えて

いる．

事業を支える制度は，1940年「内鉄

協定」，1956年「建国協定」を経て，現

在は1969年9月に建設省と運輸省の間

で締結された「都市における道路と鉄道

との連続立体交差化に関する協定」お

よび「同細目協定」（建運協定，1992年

に一部改定）による規定にしたがって進

められている．この協定が結ばれたこ

とによる意義は主として以下の通りで

ある．

①都道府県と政令指定都市が主体とし

て行う都市計画事業として明確に位

置付けられた．

②都市側が事業の原因者となるため，

鉄道事業者の負担は受益分を基本と

することとなり，都市側が事業費の大

半を負担することとなった．

③国鉄，民鉄の区別なく設計協議，費

用負担，財産帰属のルール化がなさ

れ，民鉄による事業数増加に大きく

貢献した．

都市側が主体の事業として位置付け

られたことにより，土地区画整理事業や

市街地再開発等のいわゆる面的整備が

事業のもう一つの柱として重要視される

ようになり，鉄道と街の一体的整備とし

ての性格が鮮明になった．

また，鉄道側の受益は，踏切除却益，

踏切事故解消益，高架下貸付益をもとに

算定される．高架化の場合は過去の多

くの実例をもとに地域別に既設路線工事

分の14％（東京都内），10％（概ね政令

指定都市レベル），7％（概ね人口30万

人以上），5％（その他の都市）の4段階

で定められている．なお，鉄道側が原

因となる，線増や各種施設のグレード

アップ等の費用は鉄道側の全額負担と

なる．

2――類型別実施状況

全国の事業について過去約40年にわ

たり，採択件数の推移（図―1）をみると，

1970年代前半に50件に達しており，そ

の後は20件前後で推移している．

現在事業中のものは62件であり，こ

れらの事業に対する平成14年度予算

（都市側）は1,528億円と，公共事業縮小

基調の中で前年比15%増と高い伸びを

示している．ここでは図―1をもとに，い

くつかの分類軸で事業を分類し，それ

らの実施状況を述べる．
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2.1  構造別分類

構造的に，まず既設路線を立体化す

る「単純立体」と複々線化等の線増を伴

う「線増立体」に分類される．線増立体

の採択件数は各年代にわたって全体の

約1～2割である（図―2）．

現在東京付近では，西武池袋線（桜

台～石神井公園駅間），JR中央線（三鷹

～立川駅間），小田急小田原線（世田谷

代田～和泉多摩川駅間）等で実施され

ている．

次に，「高架化」と「地下化」に分類す

ることができるが，地下化の割合は約1

割程度にとどまっている．地下化が採

用されている地域は，市街化が進んだ

大都市が主体で，現在は京王線（柴崎

～西調布駅間）と相模線（調布～京王多

摩川駅間），京急大師線（京急川崎～小

島新田駅間）で実施されている（図―3）．

2.2  地域別分類

地域別として，大都市（東京都および

政令指定都市）と地方都市に着目する

と，大都市での事業が各年代にわたり

3～4割の割合で採択されている（図―4）．

2.3  施工方法別分類

別線方式（既存路線とは別の場所に

施工），仮線方式（既設位置に施工する

ため一時的に線路を移動），直上高架・

直下地下工法がある．ほとんどの事業

で別線または仮線方式が採用されてお

り，その多くが線路の導入空間を周辺

の面的整備により確保している．しかし，

こうした導入空間確保が困難な場合は，

直上高架または直下地下が採用される

ことがある．ただし，線路切替時におけ

る施工の難易度が高く工費が高いこと

等から，実績は極めて少ない．直上高

架では，京急本線（北品川～大森海岸

間），東急目黒線不動前駅付近，直下地

下では東急池上線（旗の台～戸越銀座

駅間）等で実績がある．

3――問題点

事業の問題点を分析するにあたり，

前述の述べた事業の現状，地方自治

体や鉄道事業者へのヒアリング等を総

合し，極力網羅的に整理することを試

みた．その結果，大きく「事業採択評価

方法」，「費用負担」，「事業の長期化」

の3つに集約されるのではないかと考

えた（図―5）．

問題点①　事業採択評価

事業採択時における現在の主な評価

基準は，以下の2つの項目を総合的に評

価するものである．

1）「投資効果」

道路交通の円滑化，高架下利用に

よる便益を定量化し，費用対効果

（B/C）を評価

2）「その他の効果」

関連事業の誘発（面的整備の実施），

駅裏解消，市街地の一体化等の定量

化が困難な指標の定性的評価

ここでの問題点として，1）および2）を

総合評価する際の両者の重みが不明確

になっており，透明性が低いことが挙げ

られる．また，「投資効果」の対象は定

量化が容易な交通円滑化（走行時間短

縮，走行経費削減，踏切事故解消，迂

■図―2 単純立体と線増立体

■図―3 高架化と地下化

■図―4 大都市と地方都市

■図―5 事業の流れと問題点
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回交通解消）および高架下利用に限ら

れ，前者が大部分を占める．したがっ

て，便益の主たる帰着先が広域的な道

路利用者に限られるため，例えば環境

面で不利益を被る沿線住民への説得性

は乏しいものとなる．すなわち，あらゆ

る主体に対する有効な合意形成ツール

とはなっていない．

問題点②　費用負担

都市側と鉄道側が費用負担協議を実

施する際の大きな問題点の一つに，事

業に対する意識に乖離があることが挙

げられる．鉄道側からすれば，費用負

担割合は一定比率で定まっているため，

現状機能確保にとどめ，余計な増加費

用の発生を極力抑えたい．一方都市側

からは，まちづくり，地域住民との合意

形成等の観点から，駅施設等のグレー

ドアップを通じてより一層のサービスレ

ベルの向上を求めたい．

しかし，グレードアップ分は現制度下

では増加分としてみなされ，鉄道側が全

額負担することとなるため，費用負担協

議が難航する原因となっている．また，

協議によって，その増加分を都市側が

負担することも厳しい状況にある．

その背景の一つとして，官民共に緊

縮財政の中で多額な事業費（平均約

570億円）を事業期間中に捻出しなけれ

ばならないことがあろう．特に地方自治

体においては，事業費の4割以上を負

担するため，他の公共事業への圧迫，

起債への依存が著しい．例えば，1990

～2000年度の間に地方財政全体の借

入金残高は約2.7倍に増加し，184兆円

に達している．

こうした状況に対し，国は地方負担分

の一部を鉄道事業者が立替える「立替

制度」を導入し，地方負担の平準化と，

予算削減に伴う事業期間の長期化を防

止する制度を創設した．また，鉄道事業

者の立替分は，道路開発資金を充当し

て財政投融資並みの低利貸付とした．

しかし，地方自治体は事業終了後に

おいても，鉄道事業者の金利分をあわ

せて償還し続ける必要がある上（1年据

置，20年償還），結局その償還には起債

を伴うこととなるため，根本的な解決と

はいい難い．

問題③　事業の長期化

図―6は，事業期間（事業採択～完成）

を事業延長で除した，単位延長1kmあ

たりの事業期間に関する平均値の推移

である．年々長期化する傾向にあり，近

年完成した事業では，1kmあたり平均

5年弱を要している（図―6）．

その背景として以下の原因が考えら

れる．

1）事業箇所が都市内でも，より効果の

高い市街化した地域にシフトし，施工

の難易度が上昇している．

2）用地買収が困難化しており，特に周

辺の面的整備により鉄道導入空間を

確保するケースでは，面的整備の遅

れが鉄道立体化の工期に大きく影響

している．

3）住民意識が向上しており，環境対策

の強化が求められる等，合意形成が

困難化している．

4――改善提案の検討

これまで述べた3つの問題点に対し，

その改善提案を5つ検討する（表―1）．

4.1  事業採択評価の方向性

改善案①　評価基準の検討

まず，現在の評価手法をより透明性

の高いものとしていくために，「事業全体

にわたる便益の評価」を検討する必要

がある．すなわち，「投資効果」の評価

にあたっては，「その他効果」として取り

上げられている面的整備の実施，駅裏

解消，市街地一体化等の非市場的な効

果も含めて，あらゆる主体の受益を評

価する必要がある．

また，「投資効果」（実施する価値があ

るか）とあわせて重要な評価項目に「実

現可能性」（本当にできるのか）がある．

現在の評価基準においても，定性的に

考慮されているようであるが，やはり客

観的な評価を行う手法を検討する必要

がある．最終的に，「投資効果」と「実現

可能性」をあわせて総合的に評価する

方法を提案していきたい．

4.2  事業推進上の改善方向

ここでは，問題点②「費用負担」の改

善案を3つ（改善案②～④）と問題点③

「事業の長期化」の改善案（改善案⑤）

について述べる．

■図―6 単位延長あたり事業期間の推移

■表―1 問題点と改善案の関係



改善案②　土地の有効利用

官民共に緊縮財政の下では，当事者

間（都市側と鉄道側）だけで重い負担を

分担し合うのではなく，負担をより広い

主体で分散することが有効である．

例えば，ある既設路線を事業により

地下化し，その駅部の地上に駅前広場

を整備することが都市計画決定された

と仮定する．しかし，駅前広場整備は民

間鉄道事業者にとっては収益性が高い

事業とはいえないため，おそらく地元市

との間で費用負担問題が発生するであ

ろう．

その際に駅前広場上空に駅ビル等の

収益性の高い事業が展開できれば，民

鉄にとっても費用負担のインセンティブ

となることが期待できる．道路法による

立体道路制度はこれまで専用道路のみ

を対象としてきたが，近年駅前広場を含

めた一般街路にも緩和する動きがある．

こうした規制緩和により土地の有効利用

を進めることで，事業としての収益性を

向上することができる．

また，鉄道上空の利用については，

鉄道抵当法により地上権設定が困難に

なっている．そこで，地上権設定を柔軟

に行うことができるよう緩和することに

より，分譲マンションや不動産証券化等，

利用形態の可能性を拡大することがで

きる．これらにより，不特定多数の主体

からの投資が可能となり，結果として負

担の分散化につながるはずである．

改善案③　事業規模の見直し

現在実施されている事業の平均延長

は3.8kmと大規模なものが多く，2km未

満の事業は全体の約1割に過ぎない．

そこで，財政状況に応じたコンパクトな

事業規模（ミニ立体）を柔軟に展開する

ことを提案したい．事業規模を小さくす

ることで，複数事業の同時実施や，重点

投資が可能となるメリットがある．

改善案④　円滑な財源確保

現在制度化されている立替制度で

は，鉄道事業者が立替える際の金利負

担が事業上のロスとなる欠点がある．

その金利負担を回避する方策として国

庫補助の増額，無利子貸付の実施等が

考えられる．しかし，これらの議論を進

めるためには，事業に対する国としての

重要度を十分に議論し，現在以上の評

価を得ていく必要があろう．

改善案⑤　用地買収を回避した工法

事業期間について望むべき姿として

2つあると考えている．一つは，短期間

に事業を完成し，事業効果の発現を早

める．二つ目は，時間がかかったとして

も，理想的な面的整備を目指す．どちら

に重きを置くかは事業の緊急性や地域

の状況に応じて判断されるべきである

が，少なくとも後者を選択した場合にも

住民との円滑な合意形成に向けた努力

が必要なことはいうまでもない．

ここでは，前者（スピードの追求）を実

現するための方策の一つとして，用地買

収を回避した工法を考えたい．その理

由として，施工方法がほぼ確立した現在

においては，事業期間に関するリスクの

ほとんどは，鉄道工事における不確定

要因よりは用地買収の有無やその円滑

化にかかっているからである．

用地買収を要しない工法としては，

直上高架工法と直下地下工法が挙げら

れる．ただし，両者にはそれぞれ特徴

があることを認識する必要がある．例え

ば，直上高架工法は，切替部分を除い

て比較的施工が容易であり，踏切道の

解消のみを目的とすれば用地買収を回

避できる利点がある．しかし，通常の高

架化と同様に環境保全のための側道を

設置しなければならず，結局用地買収

を伴うことが多い．

そこで，鉄道工事を先行して踏切道

を除去し，側道整備を含めた面的整備

を後続事業とすることが考えられるが，

面的整備への協力が踏切除去を前提と

して得られているケースでは後続事業

が極端に遅れてしまうことが懸念され

る．これより，事業上は両者を一体的に

進めざるをえないケースが発生する．

直下地下化工法においては，地上の

跡地利用について鉄道事業者と協議す

ることにより，緑道等の新たな通路とし

て防災機能の向上に資することが可能

である．また，完成後には騒音が大幅

に低減する等の環境上の利点が多い．

しかし，工事費が高いこと（高架化の約

2～3倍），線路仮受等の夜間作業が多

く，工事の難易度が高いこと等の問題

をクリアする必要がある．

5――まとめ

以上述べた改善案は，個別の問題解

決のみならず，他の問題解決にも寄与

する（表―2）．

今回の発表では，鉄道立体交差事業，

特に連続立体交差事業の現状と問題点

の整理，さらに問題点に対する改善提

案の検討を行った．今後は評価手法の

検討を進めて改善案を「改善策」として

確立していくよう努力したい．
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■表―2 問題点と改善案の関係（その2）



■コメントの概要

1――改善提案に対するコメント

連続立体交差業は，道路と鉄道の立

体化のみならず，「まちづくり」としての

性格が強い事業であるといえる．そこ

で，まず報告にあったいくつかの改善案

についてコメントし，さらに現在都市基

盤整備公団内で「まちづくり」について

議論されている内容をご紹介しながら

意見を述べる．

改善案①　評価基準の検討

事業採択評価について，システムを

明確化して透明性を高めるべきだとい

う指摘は同感である．行政においても，

公共事業全般にわたり同様の観点から

見直しを行っており，事前評価→再評

価→事後評価というシステムがとられる

ようになってきた．今後は，事業を実施

したことによる効果を把握する事後評

価の重要性が高まると同時に，民間企

業の参入によるレバレッジ効果も取り入

れていく必要があろう．

改善案②　土地の有効利用

立体道路制度は，いわゆるマッカー

サー道路といわれた環状2号線の整備

費が用地費を含めて非常に高騰したこ

とから，用地費の軽減を目的につくられ

た制度である．

鉄道抵当法の見直しとあわせ，より

柔軟な空間利用に向けた運用が期待さ

れる．

改善案③　事業規模の見直し

平成12年度踏切道総合改善事業の創

設とともに採択基準が緩和されている．

この制度とうまく組み合わせることによ

り運用していくことが重要であろう．

改善案④　円滑な財源確保

鉄道事業者に対して道路開発資金に

よる低利融資が制度化されている．報

告ではこれの無利子化が述べられた

が，今後の検討課題となろう．

改善案⑤　用地買収を回避した工法

地下化のデメリットとして，多額な工

事費が大きな要素となっているが，必要

な箇所においては実施されてきている．

例えば，JR仙石線は東西方向の地下鉄

とあわせた鉄道ネットワークの整備とし

て実施されている．また，長野電鉄で

は幹線道路整備とあわせて縦断的に地

下化を実施している．さらに，密集市街

地の中で地下化の方が有利と結論付け

られた事例として京王線調布駅がある．

2――まちづくりと鉄道輸送需要の動向

次に東京圏における鉄道輸送需要に

関して，運輸政策審議会答申第18号に

示されているように，2015年にかけて

輸送人員は若干の上昇は見込めても，

大きな伸びは期待できない状況にある．

しかし，こうした中にあって，鉄道ネット

ワークの整備や鉄道サービス改善に努

めることで輸送人員が上向いている事

業者がある（東急や京王）．このことは，

事業者の努力によって輸送需要の回復

に結びつく余地がまだあることを示して

いるといえる．

また，平成12年度大都市交通センサ

スの結果，神奈川方面の利用者に大き

な伸びが見られた．みなとみらい21地

区等の大規模な業務核都市の整備が他

のセクターと比較して先行していること

が要因の一つとして考えられる．

しかし，多くの街で成熟化が進行し

ている現状にあって，今後は大規模な

面的整備ではなく，よりコンパクトな面的

整備が輸送需要の誘発に向けた有効な

手法になると考える．

3――これからの面的整備のあり方

連続立体交差事業における面的整備

の実施状況について土地区画整理事

業を例にとりJRと私鉄で比較すると，

1996年以降の特異な事業（西鉄香椎駅

周辺の副都心開発）による影響を除い

て，どの年代においてもJR関連の事業

が私鉄に比較して大規模に実施されて

いる（図―7）．

しかし，東京23区における私鉄駅周

辺をGISにより調査したところ，現在都

市再生のネックとして問題視されている

「塩漬けの土地」が数多く点在している

ことがわかった（図―8）．

また，東京都の調査によると，23区内

で物理的に連続立体化が困難な踏切道

が97箇所ある．例えば，図―9のように
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■図―7 土地区画整理事業規模の推移

至所沢 

至新宿 

凡例 
未利用地 
非建物利用地 

下落合駅 

■図―8 西武新宿線「下落合駅」の例



解消しがたい踏切道が駅直近に存在す

る場合には，歩行者の安全性から望ま

しくない（図―9）．

その対策として，橋上駅舎化等が考

えられるが，こうした立体化を実施する

上では，駅周辺に点在した低未利用地

を有効に活用する面的整備をあわせて

実施する必要がある．公団で行ったケ

ーススタディでは，それらの低未利用地

を駅直近に集約して，育児施設や老人

保健施設を整備すると同時に，自由通

路の整備，バリアフリー化とあわせて駅

と駅周辺街区の一体的な整備を行うこ

とを検討したことがある（図―10）．

■質疑応答

参加者全員による討議において，以

下のような意見があった．

①　近年の連続立体交差事業において

は，道路高架橋の落橋を伴う場合が

多い．それが事業費の高騰や事業の

長期化を招いていることがあるので

調査したらどうか．

② 連続立体交差事業は，道路整備特

別会計により実施されているため，便

益算定は道路交通が中心となってい

るが，今後はまちづくりを含めた事業

全体の便益を検討する必要がある．

③ 事業期間の長期化を回避するため

には，着手時に事業の困難さをよく見

極める必要がある．現在の都市計画

事業認可は，都市計画としての適合

性，事業期間と事業費の適切性のみ

で判断されているため，事業の困難

さを事前に評価する手法を今後とも

検討してもらいたい．

④ 鉄道抵当法については，交通結節

点における使い勝手の悪さを解消す

るような検討を行ってほしい．

⑤ 東北本線のような都市間輸送と市

街地を走行する都市内輸送を同じよ

うに扱われてきたことに問題がある．

すなわち，都市鉄道を都市インフラ

の一つと捉え踏切道解消の必要性，

解消時期の目標を都市として決定し

ていくスタンスが必要である．

⑥ 個別の対策（高架化や地下化）を積

み上げてきた結果，鉄道路線がまる

でジェットコースターのような形態をと

るにいたっている．都市として立体交

差がどうあるべきか根本から考える

必要があるのではないか．

⑦ 官民共に縦割り組織が依然として

存在する中では，鉄道と街を一つの

パッケージとして実施することが計画

の整合性を図る上で有効と考えられ

るが，これにより，法的な障壁等の新

たな問題点が明らかになってくること

もある．

⑧ 80年代ヨーロッパにおいて駅と駅

周辺の整備がかなり大規模に行われ

たが，日本と大きく異なる点は容積率

の緩和がかなり大胆になされた点に

あると思われる．日本では，緩和が小

規模なため，大規模開発を阻害して

いる要因になっているのではないか．

⑨ 東京駅では容積率の売買を通じて

徐々に容積率の柔軟な変更が可能と

なってきている．今後は渋谷駅，新宿

駅といった重要な拠点駅を中心に容

積率の大きな緩和が実現されていく

のではないか．

⑩ JR中央線の中野～三鷹駅間の事

業ででは，地元の合意を得るため用

地買収を極力避けた結果，側道がな

く北側の日照が確保できない状況が

生じてしまった．まちづくりの観点か

らすると，必ずしも用地買収を回避す

ることは得策ではなく，広い視野から

の検討が必要である．

会場の皆様から頂いた貴重なご意見

を参考に，より有意義で新規性の高い

提案に結びつけるよう努力したいと思

います．ありがとうございました．

（とりまとめ：運輸政策研究所　山本隆昭）
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■図―9 現況課題図 ■図―10 計画方針図
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